
平成２１年６月１日

中 部 経 済 産 業 局

第２期中部知的財産戦略推進計画の策定について
～知財を要とする経営の革新を通じて国際競争力を促す～

第２期中部知的財産戦略推進計画では、①意欲ある中小企業等への支援、②企業のグロ

ーバル化に対応した支援、の２点を中心に据えつつこれらを下支えする③業種・地域の特

性を伸ばす支援、④ソフトパワー産業への取組に向けた支援、⑤地域知財戦略を担う人材

の育成の５点を基本方針として位置づけ、今後３年間にわたって施策を実施します。

１．意欲ある中小企業等への支援

（１）先端的プロジェクトに対する支援

大学・企業等の個々の組織の壁を越えて技術を集約し、組み合わせてライセンス供

与が行えるような先端的プロジェクトに対する支援

（２）環境・エネルギー等の技術を活かし海外展開を進める企業に対する重点化支援

環境・エネルギー技術など地域の強みを活かし海外展開を進める企業に対する支援

２．地域中小企業の底上げ支援

（１）適切な専門人材にアクセスできるデータベースの構築

＜添付資料＞

参考１ 第２期中部知的財産戦略推進計画（概要）

参考２ 中部知的財産戦略本部名簿

中部経済産業局では、平成１７年９月に「中部知的財産戦略本部」（本部長：安井義博

名古屋商工会議所副会頭／ブラザー工業(株)代表取締役会長）を設置し、同本部は、平成

１８年３月に第１期となる中部知的財産戦略推進計画を策定しました。

当局は、当該計画に基づき、各種の施策を展開してきたところですが、平成２０年度を

もって計画期間の３年を経過することから、このたび新たに計画を策定しました。

当該計画策定に当たりましては、（１）第１期推進計画の課題を検証し、（２）中部地

域の産業経済を取り巻く環境の変化を踏まえ、（３）中部地域の知的財産戦略の目指すべ

き将来像を明らかにした上で今後３年間の施策展開を示しました。
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第２期計画で新たに取り組むポイント


